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　軽自動車税（種別割）は、４月１日に
バイクや軽自動車の名義が登録されて
いる方に課税されます。廃車や名義変
更は、３月31日（金）までに届出をして
ください。
届出場所
○大磯町ナンバーのもの
税務課　☎内線253
○125㏄超のオートバイ（２輪・３輪）
神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事
務所　☎050（5540）2038
○３輪・４輪の軽自動車
軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支
所　☎050（3816）3119
届出に必要なもの
　原動機付自転車を使用しなくなった、
町外に転出する、他人に譲渡する場合
は①届出者の本人確認書類、②交付を
受けた標識（ナンバープレート）、③標
識交付証明書。
　また、紛失・盗難の場合は①届出者
の本人確認書類、②標識交付証明書、
③盗難の場合には警察に届出をした受
理番号、届出日、届出警察署名が分か
るもの、④標識を紛失した場合は弁償
金（200円）。
※ 届出者が代理人の場合は、委任状が

必要です。
※ 125㏄超のオートバイ（２輪・３輪）、

３輪・４輪の軽自動車は届出場所に
ある電話番号にお問合せください。

問税務課　☎内線253

内容申告期限は３月15日（水）までです。
忘れずに申告してください。
問平塚税務署　☎（22）1400
　税務課　☎内線253

バイクや軽自動車の廃車等の届出は
お済みですか？

確定申告と町・県民税の
申告について

　令和５年度の在宅障害者タクシー利
用助成券を交付します。希望される方
は障害福祉センターで申請してくださ
い。
対象町在住（施設入所者等は除く）で次
のいずれかに該当し、自動車税の減免
や介護タクシー利用助成制度を受けて
いない方
○ 身体障害者手帳１・２級（上肢・下肢・

体幹・視覚・内部障がい）をお持ち
の方

○ 療育手帳（Ａ１・Ａ２）または知能指
数35以下と判断された方

○精神障害者保健福祉手帳１級の方
○特定疾患医療受給者証をお持ちの方
※ 利用助成券は手続きをされる月に

よって交付枚数が異なります。
手続きに必要なもの
〇 身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳、特定疾患医療受
給者証のいずれか該当するもの

○印鑑
時３月15日（水）から　
場障害福祉センター
利用開始４月１日（土）から
問障害福祉センター　☎（73）4530

在宅障害者タクシ―利用助成券を
交付  お 知 ら せ

　東小磯、西小磯、国府本郷、国府新
宿、月京、生沢地区の一部区域で、５
月から公共下水道が使える（供用開始）
ようになります。
　区域の皆さんには公共下水道の供用
開始に係る資料を後日送付しますので
ご確認ください。
○受益者負担金（下水道事業分担金）
　制度とは
　供用開始に伴い、整備費用の一部を
負担していただくもので、負担額は、
供用開始対象区域内に所有する（また
は権利のある）土地の面積に単位負担
金額（１平方メートル当たり377円）を
乗じて算出した金額です。
　この負担金は土地に対して「一回限
り」としているものです。
　また、納付については、報奨金が交
付される一括納付や期別納付の方法が
ありますので、詳細はお問合せくださ
い。
問下水道課　☎内線224

　日常生活において常時介護が必要な
在宅の障がい児者に対し、一定の要件
を満たした場合に支給します。
支給額
・障害児福祉手当（20歳未満）
　14,850円（月額）
・特別障害者手当（20歳以上）
　27,300円（月額）
※手当額は令和４年度の額となります。
場障害福祉センター
問障害福祉センター　☎（73）4530　
　平塚保健福祉事務所生活福祉課
　☎（32）0130
　

公共下水道が使える地域が拡大
　～受益者負担金制度について～

障害児福祉手当・
特別障害者手当の支給

新型コロナウイルス感染症の影響により、
イベントなどが中止になる場合があります
• 開催については、お問合せください。
•  イベントなどに参加される際は、新型コロナウイ

ルス感染症対策を各自で行ってください。
•  イベントなどで行われる新型コロナウイルス感染

症対策にご協力ください。
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気象情報
１月

最高気温 16.1度　最低気温 -3.0度　平均気温 6.5度
総雨量 5.0mm


